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主
な
改
正
点

①
医
療
給
付
費
分
の
課
税
方
式

　
医
療
給
付
費
分
に
お
い
て
、
固

定
資
産
税
額
に
応
じ
て
課
税
さ
れ

る
「
資
産
割
額
」
と
、
１
世
帯
に

つ
き
課
税
さ
れ
る
「
平
等
割
額
」

が
な
く
な
り
、
所
得
金
額
に
応
じ

て
課
税
さ
れ
る
「
所
得
割
額
」
と
、

被
保
険
者
１
人
に
つ
き
課
税
さ
れ

る
「
均
等
割
額
」
の
み
に
な
り
ま

し
た
。

②
税
率
等
（
所
得
割
率
・
均
等
割

額
）

　
介
護
納
付
金
分
の
均
等
割
額
を

除
く
、
す
べ
て
の
所
得
割
率
お
よ

び
均
等
割
額
が
変
わ
り
ま
し
た
。

③
課
税
限
度
額

　
課
税
限
度
額
は
、
医
療
給
付
費

分
が
５４
万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
分
が
１９
万
円
、
介
護
納
付
金

分
が
１６
万
円
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　
改
正
前
の
税
率
等
と
の
比
較
は

表
１
の
と
お
り
で
す
。

④
税
の
軽
減
措
置
の
拡
充

　
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
つ

い
て
は
、
均
等
割
額
が
表
２
の
と

お
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
３０
年
度
か
ら
都
道
府
県
と
市
町
村
の
共
同
運
営
に
よ
る
「
国
保
の
広
域
化
」
が
ス
タ

ー
ト
し
た
こ
と
に
伴
い
、
県
が
定
め
た
「
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」
や
「
標
準
保

険
税
率
」
な
ど
を
踏
ま
え
、
市
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
を
改
正
し
ま
し
た
。

物
国
保
年
金
課
☎
奮
８
３
４

表 １ 　税率等比較一覧表
課税区分 算定区分 改正前

（Ｈ２９）
改正後
（Ｈ３０）

標準保険税率
※

医療給付費分

所得割率 ６．６％ ７．３％ ６．７４％ 

資産割率 ２０．０％ 廃止 ― 

均等割額（ １ 人当たり） １４，０００円 ２８，０００円 ３８，３１２円 

平等割額（ １ 世帯当たり） ２３，０００円 廃止 ― 

課税限度額（ １ 世帯の限度額） ５１万円 ５４万円 ５４万円 

後期高齢者
支援金等分

所得割率 ２．６％ ２．２％ ２．２４％ 

均等割額（ １ 人当たり） １１，０００円 １３，０００円 １２，６９１円 

課税限度額（ １ 世帯の限度額） １４万円 １９万円 １９万円 

介護納付金分
（４０歳から６４歳
までの方のみ）

所得割率 １．４％ ２．０％ ２．０３％ 

均等割額（ １ 人当たり） １０，０００円 １０，０００円 １５，１２３円 

課税限度額（ １ 世帯の限度額） １２万円 １６万円 １６万円 

※標準保険税率は、県が示した八潮市の標準保険税率です。これは県が市町村ごとに毎年算定する
医療費水準、年齢構成、所得水準などを考慮した国民健康保険税の標準的な税率です。

表 ２ 　軽減措置の対象
軽減割合 軽減判定基準所得額

７ 割 ３３万円以下

５ 割 ３３万円＋（２７．５万円×被保
険者数等）以下

２ 割 ３３万円＋（５０万円×被保険
者数等）以下

表 ３ 　国民健康保険税額の比較（モデルケース）
モデル世帯の条件 改正前(Ｈ２９) 改正後(Ｈ３０)

例 １
６５歳単身世帯
年金収入２２０万円（所得１００万円）
固定資産なし

１０９,６００円 １０４,６００円

例 ２
６５歳夫婦の ２ 人世帯
年金収入２７０万円（所得１５０万円）
固定資産なし

１８０,６００円 １９３,１００円

例 ３
４０歳夫婦と子ども ２ 人の ４ 人世帯
給与収入約４４０万円（所得３００万円）
固定資産税額 ５ 万円

４３５,９００円 ４９１,０００円

国
民
健
康
保
険
税
の
改
正

　
市
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
費
用
を
も
と
に
「
基
準
額
」
を

算
出
し
、
本
人
と
世
帯
の
住
民
税

の
課
税
状
況
や
所
得
に
応
じ
た
負

担
に
な
る
よ
う
に
、
表
１
の
と
お

り
１０
段
階
に
分
け
て
介
護
保
険
料

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

※
基
準
額
…
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
総
費
用
に
６５
歳
以
上
の
方
の

負
担
分
２３
パ
ー
セ
ン
ト
を
か
け
、

市
内
に
住
む
６５
歳
以
上
の
方
の
人

数
で
割
っ
た
額

　
な
お
、
介
護
保
険
料
の
個
別
通

知
書
は
、
６
月
中
旬
に
郵
送
し
ま

す
。

※
４０
歳
か
ら
６４
歳
ま
で
の
方
の
保

険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
の
算
定
方
式
を
基
本
と
し
て
決

め
ら
れ
ま
す
。

介
護
保
険
の
財
源

　
介
護
保
険
は
、
皆
さ
ん
が
納
め

る
「
介
護
保
険
料
」
と
、
国
・
県

・
市
が
負
担
す
る
「
公
費
」
を
財

源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
割
合
は
表
２
の
と
お
り
で

す
。

　
介
護
保
険
は
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担

し
あ
い
、
社
会
全
体
で
制
度
を
支

え
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
改
定

６５
歳
以
上
の
方
の

介
護
保
険
料

40～64歳の
方の保険料

表２　介護保険の財源（利用者負担は除く）

公
費50％

介
護

保
険
料

23％

27％

この分を
65歳以上の
皆さんで
負担します

所得段階 対象者 保険料年額（100円未満切り捨て）

第１段階

・生活保護を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給
している方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税
年金収入額が８０万円以下の方

２６，０００円（基準額×０．４５）

第２段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税
年金収入額が８０万円超１２０万円以下の方 ３７，６００円（基準額×０．６５）

第３段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税
年金収入額が１２０万円を超える方 ４３，４００円（基準額×０．７５）

第４段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万
円以下の方

５２，１００円（基準額×０．９０）

第５段階
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万
円を超える方

５７，９００円（基準額）

第６段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円
未満の方 ６９，４００円（基準額×１．２０）

第７段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円
以上２００万円未満の方 ７２，３００円（基準額×１．２５）

第８段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が２００万円
以上３００万円未満の方 ８６，８００円（基準額×１．５０）

第９段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が３００万円
以上４００万円未満の方 ９２，６００円（基準額×１．６０）

第１０段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が４００万円
以上の方 １０１，３００円（基準額×１．７５）

・老齢福祉年金　明治４４年（１９１１年） ４月 １日以前に生まれた方、または大正 ５年（１９１６年） ４月 １日以
前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
・合計所得金額　「収入」から「必要経費など」を控除した額です。平成３０年 ４ 月以降は、さらに「年金
収入に係る所得額」（第 １～第 ５段階のみ）と「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を
控除した額となります。

表 1　所得段階別介護保険料

八潮市の平成３0年度から
３年間の介護保険料の基準額 57,900円（年額）（改定前　57,３00円）

　
表
１
を
も
と
に
計
算
さ
れ
た
国

民
健
康
保
険
税
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

は
表
３
の
と
お
り
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
、
国
保
年
金
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

物
長
寿
介
護
課
☎
奮
４
４
３

　
新
た
に
策
定
さ
れ
た
第
７
期
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
平

成
３０
年
度
か
ら
３
年
間
）
に
基
づ
き
、
安
定
し
た
介
護
保
険
事
業
を
行
う
た
め
、
介
護
保
険

料
を
改
定
し
ま
し
た
。


